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第４７回倶知安町地域公共交通活性化協議会の結果について

標記について、令和６年１０月３日付けで書面開催した意見照会の結果を下記のとおりお知らせ

いたします。

記

１ 議 案 倶知安圏における旅客輸送を確保するための営業区域外旅客運送の必要性の有無

について（意見照会）

２ 結 果 必要性有り：１６名 必要性無し：０名 賛否表決無し：４名

３ 議 決 意見照会の結果、必要性有りが過半数となったことから、協議会規約第 12 条第４

項の規定により、倶知安圏における旅客輸送を確保するための営業区域外旅客運

送の必要性について、道路運送法第 20条第２項で定める関係者間の協議が調った

こととする。

４ 議決日 令和６年１０月１５日（火）

５ ご意見要旨について

・タクシー不足改善のために必要と考えます。

・ニセコモデルによって応援隊の方が得られる補助(住居等)と同等の補助を地元事業者にも提供

していただきたく存じます。

・冬期間の乗務員の給料は夏場の２倍になりますが、区域外から来ると大変困り運営できません。

・冬季のタクシー不足は理解するが昨年の｢ニセコモデル｣において冬季の収入減になったのも事

実である。

今回頂戴したご意見等につきましては、事務局内でも協議し今後の参考にさせていただきます。

＜事務局＞
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